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2022 年 5 月 19 日 

各 位 

会 社 名 株 式 会 社 バ ン ダ イ ナ ム コ ホ ー ル デ ィ ン グ ス 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長   川  口  勝 

 （コード番号 7832 東証プライム市場） 

問 合 せ 先 取締役  浅 古 有 寿（TEL：03-6634-8800） 

 
（訂正）「2022 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正のお知らせ 

 
2022 年 5 月 11 日に開示いたしました「2022 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容

について、一部訂正すべき事項がありましたので、下記の通りお知らせいたします。 
 

記 

 
１．訂正理由 

収益認識に関する会計基準等の適用による影響額の集計に一部誤りがあることが判明したため、訂
正するものであります。 

 
２．訂正箇所 

訂正箇所には下線 を付して表示しております。 
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【添付資料】 16 ページ 
３．連結財務諸表及び主な注記 
（５）連結財務諸表に関する注記事項 

（会計方針の変更） 
 （訂正前） 

(収益認識に関する会計基準等の適用) 
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2020 年 3 月 31 日。以下「収益認識

会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配
が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認
識することといたしました。これにより、主に、ネットワークコンテンツ及びオンライン機能
をもった家庭用ゲームの収益認識については、従来、コンテンツ内で使用するアイテム及びゲ
ームソフトの販売時等に収益を認識しておりましたが、顧客に未提供の要素がある場合には当
該未提供の要素に対する見積売却価値を算定し、合理的に見積った履行義務の充足が見込まれ
る期間にわたって当該価値相当額を収益認識する方法に変更しております。 

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第 84 項ただし書きに定める経過
的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合
の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会
計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第 86 項に定める方法を適用し、当連
結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した
契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。 

また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形
及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示し、「流
動負債」に表示していた「その他」は、当連結会計年度より「契約負債」及び「その他」に含
めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第 89-2 項に定める経過的な取扱いに従っ
て、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。 

この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の売上高は 122 百
万円増加し、売上原価は 1,864 百万円減少し、販売費及び一般管理費は 2,416 百万円増加し、
営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ 429 百万円減少しております。 

当連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、連結株主資本等変
動計算書の利益剰余金の期首残高は 179 百万円増加しております。 

１株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。 
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 （訂正後） 
(収益認識に関する会計基準等の適用) 

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2020 年 3 月 31 日。以下「収益認識
会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配
が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認
識することといたしました。これにより、主に、ネットワークコンテンツ及びオンライン機能
をもった家庭用ゲームの収益認識については、従来、コンテンツ内で使用するアイテム及びゲ
ームソフトの販売時等に収益を認識しておりましたが、顧客に未提供の要素がある場合には当
該未提供の要素に対する見積売却価値を算定し、合理的に見積った履行義務の充足が見込まれ
る期間にわたって当該価値相当額を収益認識する方法に変更しております。 

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第 84 項ただし書きに定める経過
的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合
の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会
計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第 86 項に定める方法を適用し、当連
結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した
契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。 

また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形
及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示し、「流
動負債」に表示していた「その他」は、当連結会計年度より「契約負債」及び「その他」に含
めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第 89-2 項に定める経過的な取扱いに従っ
て、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。 

この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の売上高は 83 百
万円増加し、売上原価は 1,903 百万円減少し、販売費及び一般管理費は 2,416 百万円増加し、
営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ 429 百万円減少しております。 

当連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、連結株主資本等変
動計算書の利益剰余金の期首残高は 179 百万円増加しております。 

１株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。 
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３．連結財務諸表及び主な注記 
（５）連結財務諸表に関する注記事項 

（セグメント情報等） 
 （訂正前） 

(収益認識に関する会計基準等の適用) 
（会計方針の変更）に記載のとおり、当連結会計年度の期首から「収益認識に関する会計基

準」等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は
損失の測定方法を同様に変更しております。 

当該変更により、従来の方法に比べて、当連結会計年度の「デジタル事業」の売上高が1,739
百万円減少し、セグメント利益が422百万円減少、「トイホビー事業」の売上高が2,289百万円
増加し、セグメント利益が7百万円減少、「映像音楽事業」の売上高が112百万円増加、「クリエ
イション事業」の売上高が369百万円減少、「アミューズメント事業」の売上高が170百万円減
少しております。 

 （訂正後） 
(収益認識に関する会計基準等の適用) 

（会計方針の変更）に記載のとおり、当連結会計年度の期首から「収益認識に関する会計基
準」等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は
損失の測定方法を同様に変更しております。 

当該変更により、従来の方法に比べて、当連結会計年度の「デジタル事業」の売上高が1,739
百万円減少し、セグメント利益が422百万円減少、「トイホビー事業」の売上高が2,289百万円
増加し、セグメント利益が7百万円減少、「映像音楽事業」の売上高が73百万円増加、「クリエ
イション事業」の売上高が369百万円減少、「アミューズメント事業」の売上高が170百万円減
少しております。 

 

以 上 

 

 


